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（令和 7 年 10 月） 

～大阪府からのお知らせ～ 

産業用地をお探しの皆様へ 
 

 

 

大阪府内では、産業用地の創出を目的として、市街化調整区域において  

開発許可を得て工場等を立地することができる基準を策定している市町村があります。 

  
 

【市町村の基準】  
 ※ 以下はあくまで概要になりますので、詳しくは、URL 若しくは QR コードをご参照ください。 

 

① 市街化調整区域の開発許可の権限が大阪府にある市町村 
 

千早赤阪村 
「産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い」 

http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kakuka/machi/machidukuri/593.html 

◆対象区域：次の路線沿道。 

（1）村道水分東阪線 起点：国道 309号との交点 終点：府道富田林五条線との交点 

（2）村道東阪中津原線 起点：府道富田林五条線 終点 ：府道中津原寺元線との交点 

（3）府道富田林五条線 起点：村道水分東阪線との交点 終点：村道東阪線との交点  

◆建築物の用途：工場（建築基準法別表第 2（る）項のうち第一号及び第二号以外のもの） 
◆敷地面積：概ね 500 ㎡以上 3,000㎡未満 

（お問合せ先）産業建設部 都市整備課 電話：0721-26-7138 

太子町  

「産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い」  
https://www.town.taishi.osaka.jp/busyo/machidukurisuisinbu/chiikiseibika/tosikeikaku/4503.html 

◆対象区域：次の路線沿道のうち、産業の振興を図る必要がある区域 
 （1）府道香芝太子線 （起点：山ン谷川との交点、終点：大池（大池は含まない）） 
 （2）太子インター連絡線 （起点：府道香芝太子線との交点、終点：竹内春日線との交点） 
◆建築物の用途：工場（建築基準法別表第 2（る）項のうち第一号及び第二号以外のもの） 
◆敷地面積：概ね 500 ㎡以上 5,000 ㎡未満 

 （お問合せ先）まちづくり推進部 地域整備課 電話：0721-98-5523 

泉南市  

「産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い」  
https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/toshiseibi/shinsashidouka/shinsashidoukakari/sangyouricchi.html 

◆対象区域：次の路線沿道のうち、産業の振興を図る必要がある区域 
 （1）府道旧泉佐野岩出線 （起点：金熊寺川南端との交点、終点：金熊寺交差点） 
 （2）府道大阪和泉泉南線 （起点：水路敷との交点、終点：里道水路敷との交点） 
 （3）市道岡中鬼来線 （起点：府道新泉佐野岩出線との交点、終点：里道敷との交点） 
◆建築物の用途：工場で、以下の全てを満たすもの 
イ日本標準産業分類（A 農業・林業、B 漁業、E 製造業）に該当する業務に供するもの 
ロ建築基準法別表第２（る）項のうち、第一号及び第二号以外のもの 
ハ建築基準法施行令第 130 条の２の２にある施設以外のもの。ただし、規模や処理能力を問わない。 

◆敷地面積：1,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 
 （お問合せ先）都市整備部 審査指導課 電話：072-447-9015 
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② 市街化調整区域の開発許可の権限が各市町村にある市町村 
 

能勢町  （お問合せ先）産業建設部 地域整備課 電話：072-734-1726 

「幹線道路沿道等における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い」 
 https://www.town.nose.osaka.jp/topics/10634.html 

 ◆対象区域：次の路線沿道又は市街化調整区域に隣接している土地 
国道 173 号 起点：府道園部能勢線との交点、終点：町道山辺一里松線との交点 
府道園部能勢線 起点：国道 173 号との交点、終点：町道塚田線との交点（久佐々神社前） 
府道宿野下田線 起点：清水橋、終点：深田橋 
府道能勢猪名川線 起点：大木橋、終点：町道平野線との交点 
町道平野線 起点：市街化区域との境界、終点：府道能勢猪名川線との交点 

◆建築物の用途：工場及びその他産業施設 
◆敷地面積：原則 5,000 ㎡未満 

 

豊能町  （お問合せ先）都市建設部 都市計画課 電話：072-739-3425 
「路線沿道において店舗等の立地を目的とする開発行為の取扱い」  
https://www.town.toyono.osaka.jp/page/page006366.html 

◆対象区域：次の路線沿道。 
国道 423 号 起点：箕面市との行政界 終点：京都府亀岡市との行政界 

◆建築物の用途：店舗、事務所、宿泊施設、工場 
◆敷地面積：概ね 500 ㎡以上 5,000 ㎡未満 

 

和泉市  （お問合せ先）都市デザイン部 建築・開発指導室 開発指導担当 電話：0725-99-8142 
「市長が指定した道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱い（提案基準 12
改正）」及び「提案基準 12 に基づく指定（工場、倉庫）」 

http://www.city.osaka-

izumi.lg.jp/kakukano/dezainbu/kentikukaihatu/gyoumu_kaihatu/kaihatukyoka/1331276238656.html 

◆対象区域：一般国道 170 号の沿道。 
◆建築物の用途：小売店舗。産業の業務機能を有する建築物（工場。倉庫。） 
◆敷地規模：小売店舗にあっては、500 ㎡以上 3,000 ㎡未満。産業の業務機能を有する建築
物については、500 ㎡以上 5,000 ㎡未満。 

 

堺市  （お問合せ先）建築都市局 開発調整部 宅地安全課  電話：072-228-7483 
「工業系ゾーンに位置づけられた区域内の工場の建築を目的とする開発行為等の取扱
いについて」 

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kigyoricchi/other/shigaikatyouseikuikikojyoritti.html 

 
 
◎ 大阪府の問い合わせ窓口 

●開発許可手続きについて 
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ 

電話：06‐6210‐9722 
●企業誘致について  

商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・スタートアップ支援課 

スタートアップ拠点形成グループ 

電話：06-6941-0351（内線 4696） 

©2014 大阪府もずやん 
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